
きっかけ

取り組みの方法

●取り組み前   
就業規則は平成 21 年以降、全く見直していなかったので、時代にそぐわない内容になっていた。

●取り組み後   
社労士と打ち合わせを重ね、従業員代表として立候補してくれた社員の協力も得て完成。
法律の条文のような堅苦しくわかりにくい文章ではなく、読みやすくて誰でも理解できるよ
う工夫した。

人材確保のための、我が社の取り組み

「実践的」な就業規則で業務効率アップ！

Case
1

祇をん新門荘（株式会社新門荘）
所在地：京都市東山区祇園花見小路新門前
業種：旅館　　客室数：21 室　　URL：http://www.shinmonso.com/
回答者：若女将　山内 理江さん

指示系統や行動を明確にする。「こういうケースは、直接若女将に報告すること」「こ
ういうケースはこう対応すること」と具体的に示す。

従業員に安心感を与え、何かあった時に従業員を守れる内容にした。現在「新・就業規則」
は、パソコン上に保管のほか、タイムカード付近、男女各更衣室に冊子で置いてあり、
自由に閲覧できるようにしている。

仕事の合間を縫って作成したため、完成に1年半を費やした。スタッフが働く
うえできちんとした指標となっているため、各人がどう行動すればいいのか明
確になり、他部署間の連携など業務がスムーズに行えるようになった。
今後は、社員の建設的な意見を反映させて定期的に見直しを図っていく。

● ポイント ●

ひとこと
コメント

「長時間労働」「休日が少ない」というのが定説となっている旅館業では、アルバイト・パートです
ら年々人材確保が難しくなっており、このままでは自社だけでなく「旅館の文化」が守れないと危
機感を募らせていた。じっとしていても解決しない。まずは自分の意識を変えて、できることから
いろいろやってみようと一念発起して取り組んだのが、継続的に一緒に働いてくれる正社員の増員
だった。そして、雇用形態に関わらず、すべての従業員が定着しやすい職場にするために「就業規
則の見直し」にも着手した。

しん  もん  そうぎ

例 1

セクハラ、マタハラなど、ハラスメントに関する記述がなかった。例 1

著名人が来たときの情報漏えいの防止対策などを明記。例 2

個人情報の取り扱いに関する記述がなかった。例 2

パート・アルバイトの正社員転換制度について初めて明記。例 4

遅刻に関して「1分でも遅刻したら半休扱い」という厳しい内容だった。例 4

勤務時間・休日などを、実態の伴った内容に変えた。例 3

就業規則の内容と勤務実態とが伴っていなかった。（勤務時間・休日等）例 3


